
一般社団法人 安心R住宅推進協議会　定款


第1章　総　則

（名称）

第1条　当法人は、一般社団法人安心R住宅推進協議会　と称する。


（主たる事務所の所在地）

第2条　当法人は、主たる事務所を　東京都目黒区　に置く。


（目的）

第3条　当法人は、住宅ストックの活用を図り、流通を活性化するため、維持管理やリ

フォームの実施などによる住宅の質と住まい勝手の維持向上が市場において適正
に評価される仕組みの開発・普及を行なうとともに、消費者にとって分かりやす
く安心な情報開示に努め、良質な中古住宅をブランド化し、もって健全な中古住
宅・リフォーム市場を実現することを目的として、次の事業を行なう。


（事業）

第4条　当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。


（1）住宅・不動産業に関する教育および資格認定事業

（2）住宅・不動産業に関する各種情報の収集、分析、提供事業

（3）住宅・不動産業の経営に関するコンサルティング事業


（4）不動産等資産に関するコンサルティング事業

（5）建築・リフォーム工事の企画、プロデュース事業

（6）当法人の事業に係る物販事業

（7）当法人の事業に係る会報・書籍等の出版事業


（8）当法人の事業に係る研究会、セミナー、イベント等の企画、運営事業


（9）その他、前各号に付帯する一切の事業


（公告方法）

第5条　当法人の公告は、官報に掲載してする。


（機関）

第6条　当法人は、当法人の機関として社員総会および理事を置く。


第2章　社　員

（入社）

第7条　当法人の社員として入社しようとする者は、当法人が別に定めるところにより申し

込み、代表理事の承認を受けなければならない。


（退社）

第8条　社員は、当法人が別に定める書面を代表理事に届け出ることにより、任意に退社

することができる。
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（除名）

第9条　社員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の特別決議によって当該社

員を除名することができる。

（1）本定款その他の規則に違反した時。

（2）当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。

（3）その他、除名すべき正当な事由がある時。


（社員の資格の喪失）

第10条　前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格

を喪失する。

（1）総社員が同意した時。

（2）当該社員が死亡しあるいは失踪宣告を受け、または解散した時。


（社員資格喪失に伴う権利および義務）

第11条　社員が前3条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する社員として

の権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはで
きない。


第3章　社員総会

（種別）

第12条　当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。


（構成）

第13条　社員総会は、すべての社員をもって構成する。


（開催）

第14条　定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会

は、必要がある場合に開催する。

（招集）

第15条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。但し、

社員の全員の同意がある場合は、書面または電磁的方法による議決権の行使を
認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。


（議長）

第16条　社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し、代表理事に事故あるいは支

障がある時は、他の理事がこれに代わる。


（決議）

第17条　社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した

社員の議決権の過半数をもって行なう。


（決議および報告の省略）
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第18条　理事または社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
た時は、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。


2　理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面ま
たは電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該事項の社員総会への報
告があったものとみなす。


（議決権の代理行使）

第19条　社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、

この場合は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。


（議事録）

第20条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2　議長および出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。


第4章　役員等

（役員の種類および定数）

第21条　当法人に次の役員を置く。


理事　2名以上10名以内

2　理事のうち1名を代表理事とする。


（選任）

第22条　理事は、社員総会の決議によって選任する。


2　代表理事は、理事の互選によって定める。


（役員の職務権限）

第23条　代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。


2　理事は、当法人の業務を執行する。


（任期）

第24条　理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとする。

2　補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3　理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権
利義務を有する。


（報酬）

第25条　理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益

は、社員総会の決議をもって定める。


第5章　計　算
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（事業年度）

第26条　当法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月末日までの年1期とする。


（事業報告および決算）

第27条　当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事

業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出しまたは提供しなけれ
ばならない。

（1）事業報告およびその附属明細書

（2）貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書


2　事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければな
らない。


3　貸借対照表および損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければ
ならない。


（剰余金の不配当）

第28条　当法人は、剰余金の配当はしないものとする。


第6章　解散および清算

（解散の事由）

第29条　当法人は次に掲げる事由によって解散するものとする。


（1）社員総会の決議

（2）社員が欠けたこと。

（3）合併（合併により当法人が消滅する場合に限る。）

（4）破産手続開始の決定

（5）裁判所の解散命令


附　則


1．この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2．当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月末日までとする。

3．この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律その他の関係法令の定めるところによる。
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